
地域高規格道路宮城県北高速幹線道路主要地方道築館登米線

Ⅳ期（築館工区）道路改良事業に係る追加説明資料

・再評価調書（抜粋）

平成２９年１２月２２日（金）

土木部道路課

資料３



（ 再評価調書 P. 5抜粋）

事業効果

○効果の発現状況

現時点で供用している箇所がないため、まだ整備効果の発現には至っていない。

○想定される事業効果

①車両通行の安全の確保

現道（ 主） 築館登米線及び（ 一） 若柳築館線の一部は宮城県平均を上回る事故率

の区間が存在するが、通過交通が排除され、（ 一） 若柳築館線では交通量が最大

７，４００台/日減少するなどにより交通事故の減少が見込まれる。

②高規格幹線道路へのアクセス向上

当該道路は、東北縦貫自動車道及び三陸縦貫自動車道（ 三陸沿岸道路） を最短で

結ぶ路線となるため、両路線へのアクセス向上及び定時性が確保される。

③救急医療施設へのアクセス向上

当該道路を経由することで、地域の第三次救急医療施設（ 石巻赤十字病院） へのア

クセスが向上する。

④緊急輸送道路としての機能

東日本大震災発災後、当該道路の供用済区間（ Ⅰ期） を経由し、三陸沿岸部と内

陸部（ 東北縦貫道、一般国道４号） を接続し復旧を支援した。

⑤地域産業の支援

新規企業の誘致や在来企業の物流コストの低減を図るなど、地域産業を支援する。

⑥県北圏域の観光支援

栗駒国定公園、三陸復興国立公園、伊豆沼・ 内沼などの県北圏域の観光資源へのア

クセス性が向上し、新たな広域的観光ルートの展開により、交流人口の増加が見込ま

れ、地域の活性化を支援する。

関連事業の概要・ 進捗状況等

①三陸縦貫自動車道の整備： 事業主体 国土交通省

仙台港北Ｉ Ｃ～南三陸海岸Ｉ Ｃ（ 平成２９年３月２０日 開通）

②国道４号築館バイパスの整備： 事業主体 国土交通省

栗原市築館外南沢地内～市道栗原中央線交差点部（ 平成２７年１２月１３日開通）

※一部、暫定供用区間含む。

代替案との比較検討規則第２４条第３号関係

住民説明会で概ねの合意を得ており、代替案の検討はない。

コスト縮減計画規則第２４条第４号関係

道路建設のコスト縮減については、以下の項目でコスト縮減を図った。

①道路規格の見直し、幅員縮小（ 前回）

道路規格について、事業着手前はⅠ期区間（ 供用済） と同一である第１種第３級を想

定していたが、「 地域高規格道路の構造要件」 の見直しを踏まえ、事業着手時に第３種

第２級に変更し、幅員をＷ＝１２．０ｍからＷ＝８．５ｍに変更した。

工事費▲１５億円、用地費▲１億円

②橋梁延長の見直し

東北縦貫自動車道に架かる跨道橋について、当初は橋脚を設けず側道も含めた１径間

で跨ぐ計画としていたが、各道路管理者との協議の結果、側道の建築限界をＨ＝４．７
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